
別記 

 

個人情報等取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 受注者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）、行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法

律第 27 号）、門真市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年門真市条例

第 31 号）、門真市情報セキュリティポリシーその他の個人情報の保護及び情報セ

キュリティに関する関係法令等の定めを遵守するとともに、個人情報（個人情報

の保護に関する法律第２条第１項に規定する個人情報をいい、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第９項に規定する

特定個人情報を含む。以下同じ。）その他の重要な情報資産（以下「個人情報等」

という。）の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人、発注者及び第三者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱

いを適正に行わなければならない。 

２ 個人情報等の取扱いに関し、本契約の規定と本特記事項の規定に疑義が生じた

場合は、本特記事項の規定を優先的に適用するものとする。 

（適正管理） 

第２条 受注者は、個人情報の保護に関する法律第 66 条第２項の規定に鑑み、この

契約による事務の処理のために取り扱う個人情報等について、漏えい、滅失及び

き損の防止その他の個人情報等の適正な管理のために必要な措置（以下「安全管

理措置」という。）を講じなければならない。 

２ 受注者は、個人情報等の取扱いに関する規程類を整備するとともに、この契約

による事務に係る個人情報等の管理責任者（以下「管理責任者」という。）を選任

しなければならない。 

３ 受注者は、個人情報等を取り扱う場所及び保管する場所（以下「作業場所」と

いう。）を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他

の安全対策を講じなければならない。 

４ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報等の取扱いに着手する前に前３

項に定める管理責任体制、安全対策その他の安全管理措置について、個人情報等

安全管理措置状況報告書（第１号様式）により発注者に報告しなければならな

い。 

５ 発注者及び受注者は、前項の規定により報告した事項に関し、この契約による

事務における個人情報等の安全管理措置状況の改善要否を協議し、改善が必要と

判断した場合は双方協力のうえ対応するものとする。 

（個人情報等の秘密保持） 

第３条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他

人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解

除された後においても同様とする。 



（再委託の禁止） 

第４条 受注者は、この契約による事務の全部又は一部について第三者（再委託先

が委託先の子会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第１項第３号に規定

する子会社をいう。）である場合を含む。）に再委託してはならない。 

ただし、受注者は、次項に規定する観点から選定した委託先及び委託の範囲を

再委託承認申請書（様式第２号）により発注者に報告し、あらかじめ発注者から

再委託承諾書（様式第３号）による承諾を得た場合に限り、再委託することがで

きる。この場合において、受注者は、この契約により受注者が負う義務を再委託

先に対しても遵守させなければならない。このため、受注者は、受注者と再委託

先との間で締結する契約書においてその旨を明記し、その義務が遵守されるよ

う、必要かつ適切な監督を行わなければならないとともに、発注者から求められ

たときは、その管理及び監督状況を報告しなければならない。 

２ 受注者は、再委託先を選定する際、再委託先の設備、技術水準、従業者に対す

る監督・教育の状況、経営環境その他の事項を考慮しなければならない。 

３ 受注者は、再委託先の全ての行為及びその結果について、責任を負うものとす

る。 

４ 第１項から前項までの規定は、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様に適

用する。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第５条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者

（以下「正社員以外の労働者」という。）に行わせる場合は、正社員以外の労働者

に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 受注者は、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負う

ものとする。 

（目的外利用及び提供の禁止） 

第６条 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報等を当該

契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、取り扱う

個人情報等が特定個人情報でない場合であって、かつ、発注者の指示又は承諾が

ある場合はこの限りでない。 

（複写又は複製の禁止） 

第７条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から提供された個

人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注

者の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。 

（取得の制限） 

第８条 受注者は、この契約による事務の処理のために個人情報等を取得するとき

は、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わ

なければならない。 

（作業場所の指定等制限） 

第９条 受注者は、この契約による事務の処理について、発注者の庁舎内において

行う場合にあっては、原則として発注者の開庁時間内に行うものとする。この場

合において、受注者は、発注者に対し、その従事者の氏名等を事前に報告すると



ともに、従事者は発注者の求めに応じ身分を証明する書類を提示しなければなら

ない。 

（事故報告及び事故発生時の対応） 

第 10 条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損等の事故が発生

し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに個人情報等の漏え

い等事故報告書（様式第４号）により発注者に報告し、発注者の指示に従うもの

とする。委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。この場合

において、発注者及び受注者は、事故の拡大又は再発を防止するために合理的に

必要と認められる措置を講じなければならない。 

２ 前項の場合において、発注者及び受注者が講ずべき措置については、事故の内

容、規模等に鑑み、発注者及び受注者協議の上定めるものとする。 

３ 発注者は、第１項の事態が発生した場合には、個人情報等の取扱いの態様、損

害の発生状況等を勘案し、必要があると認めるときは、受注者及び再委託先等の

名称等の必要な事項を公表することができる。 

（遵守状況についての報告） 

第 11 条 発注者は、個人情報等を保護するために必要な限度において、委託契約期

間中、受注者に対し、本特記事項の遵守状況について報告を求めることができ

る。受注者は、発注者から本特記事項の遵守状況について報告を求められた場合

には、直ちにその状況を報告しなければならない。 

２ 前項の場合において、発注者が必要と認めるときは、発注者が自ら行うか指定

する者に行わせるかにかかわらず、実地に調査し、受注者に対して必要な資料の

提供を求め、又は必要な指示をすることができる。 

３ 受注者は、前項の調査のほか、発注者が受ける監査に協力を求められた場合

は、速やかに協力しなければならない。 

４ 発注者及び受注者は、第１項から前項までの調査又は監査の結果を踏まえ、本

特記事項の遵守状況の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力

のうえ対応するものとする。 

（責任体制の整備） 

第 12 条 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における管理責任体制を

構築し、その体制を維持しなければならない。 

２ 受注者は、管理責任者を変更した場合は、速やかに発注者に報告しなければな

らない。 

３ 管理責任者及び業務責任者は、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう

業務従事者を監督しなければならない。 

（業務従事者に対する監督・教育） 

第 13 条 受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退

職後においても当該事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、

又は目的以外に利用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対し

て罰則が適用される可能性があることその他個人情報等の保護に関して必要な事

項を周知しなければならない。また、受注者は、この契約による事務を処理する

ために取り扱う個人情報等の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要か



つ適切な監督・教育を行わなければならない。 

（資料等の返還） 

第 14 条 受注者は、この契約による事務を行うため、発注者から提供を受け、又は

受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された資料等は、この

契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者

が別に指示したときはその指示に従うものとする。発注者の承諾を得て行った複

写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。この場合におい

て、受注者は、発注者に対し、個人情報等廃棄・消去証明書（様式第５号）を交

付しなければならない。 

２ 受注者は、前項の廃棄又は消去について記録に残さなければならない。 

（契約解除） 

第 15 条 発注者は、受注者が本特記事項に違反し、受注者が速やかに是正しない場

合は契約を解除することができる。この場合において、受注者は発注者に対して

損害賠償を求めることはできない。 

（損害賠償） 

第 16 条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に

関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければなら

ない。再委託先の責めに帰する事由により発注者又は第三者に損害を与えたとき

も同様とする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 


